
電気供給に関する重要事項説明書 

 
本説明書は、電気のユーザー（以下「甲」といいます。）に対し、グリーンピープルズパワー株式会社（以下

「乙」といいます。）の、電気の供給（以下「本業務」といい、本業務に関する甲乙間の電気供給契約を

「本契約」といいます。）に関する重要事項について説明します。本説明書は、電気事業法および経済

産業省令に基づき交付するものです。 

また、本内容の詳細につきましては弊社電気供給約款（以下、「供給約款」といいます。）に記載してい

ますので、本書面と合わせてご確認ください。「供給約款」は弊社ホームページから閲覧およびダウンロード

することができます。 

 

１． 電気供給者 

本契約に定める本物件への電気の供給については、グリーンピープルズパワー株式会社（小売電気事業

者登録番号 A0644）が行います。 

 

２． 提供エリア 

本業務の電気の供給エリアは、中部電力管内とします。 

 

３． お問合せ先 

本業務の電気に関するサービス内容や料金などのお問合せは下記のとおりです。 

電話番号：03-6274-8660 平日（土日・祝日、年末年始を除く） 9：00-17：00 

お問い合わせフォーム：https://www.greenpeople.co.jp/contact2/ 24 時間受付可能 

なお、停電など緊急時のお問合せも、上記の電話番号へご連絡ください。電話がつながらない場合は、

代表取締役の竹村携帯 090-9964-5024 までご連絡ください。 

 

４． 本業務の契約 

本業務に関する甲乙間での契約は、契約のお申込み後、乙が甲に開始日を通知したときに成立するも

のとします。 

 

５． 供給開始 

甲に対する乙からの供給開始年月日は、申込日以降の標準処理期間（切替えの手続きやスマートメー

ターの取替工事に要する期間）満了後の最初の検針日となります。なお、この切替え手続が完了するま

では、現在契約中の小売電気事業者から電力供給が継続されます。 

 

６． 契約期間 

契約期間は前項の供給開始の日から１年目の検針日の前日までとします。ただし、契約期間満了に先

立って、甲乙双方から契約の終了または変更の申し出がない場合、契約期間満了後も１年間、同一

条件で電気供給契約が継続されるものとします。 

 

７． 工事費等 

（１） 設置される計量器および電流制限器等は、一般送配電事業者が所有し、当該計量器および電

流制限器等は、一般送配電事業者の負担で取り付けます。 

（２） 乙による電気の供給開始に伴い、ブレーカーの種類や位置の変更が必要となり、乙が一般送配電

事業者から当該設置または変更にかかる工事費の負担を求められた場合、その費用の実費は甲が支

払うものとします。 

 

８． 違約金 



甲が不正に電気を使用した等の理由で、乙が一般送配電事業者から当該不正な電気の使用に関す

る違約金の請求を受けた場合、「供給約款」の定めに応じて算出された金額を甲が支払うものとします。 

 

９． 契約容量および電気料金 

甲の契約電力は、乙が甲に供給開始日を通知するメール等に記載の通りです。甲の電気料金は、基

本料金、電力量料金、容量拠出金相当額、及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計として、

乙が算出します。 

 

 

 

 

 
※まったく電気をご使用にならない月の基本料金は半額になります。 
※夏季：毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日 その他季：毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日 

 

１０． 供給電圧、周波数 

乙が甲に供給する電気の供給電圧は１００V または２００V、周波数は、６０Hz となります。 

 

１１． 料金の支払い方法 

電気料金については、(a)口座振替払い（お客さまが指定する口座から当社の口座に対し、料金を振替

える方法）、または(b)クレジットカード払い（当社の指定するクレジットカード会社(代行業者を含み、以下

同様とします。)との契約に基づき、そのクレジットカード会社に 毎月継続して電気料金等を立替えさせる

方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法をいいます。）のいずれかの方法により支

払うものとします。乙は、電気料金に関して毎月の検針数値に基づき甲に請求し、当該電気料金は乙

より請求を受けた日の属する月の翌月２０日に甲が指定する金融機関口座から引き落とされる、もしくは
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クレジットカード会社の指定日に金融機関を通じて支払われるものとします。ただし、当該日が銀行等の

休業日にあたる場合は翌営業日の支払いとなります。甲の支払いが滞った場合は、乙指定金融機関口

座へ振込により支払うものとします。 

 

１２． 料金請求の方法 

（１） 乙は甲に対し、前項の引き落としの７営業日前までに、電気料金に関する請求内容を、当社が設

置した WEB サイト（請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサ

イトをいいます。）に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。 

（２） 乙は、甲の電気料金の支払いに対する領収書は原則発行しないものとします。 

 

１３． 延滞利息 

お客様が料金の支払い期日を経過してなお、支払われない場合には、当社は、支払い期日の翌日から

支払日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。 

 

１４． 甲による解約 

（１） 甲は、乙に対して１ヶ月前に、メール、電話または FAX による申し出を行うことにより、本契約を変

更、もしくは解約することができます。 

（２） 甲による本契約の解除に係る違約金はありません。ただし、その解除を理由として、乙が一般送配

電事業者から託送供給約款に基づいてなんらかの請求を求められた場合、乙はそれを甲に請求すること

ができるものとします。 

 

１５． 一般送配電事業者の託送供給等約款、託送供給約款（以下、総称して「託送供給約款」とい

う。）に定められた小売供給の甲の責任に関する事項 

 

以下の各号に定める場合、乙は電気の供給を停止する場合があります。 

（１） 甲の責めに帰すべき事由により電気供給における保安上の危険があると乙および一般送配電事

業者が認めた場合 

（２） 甲が電気工作物の改変により不正に電気を使用した場合、又は契約負荷設備以外の設備で電

気を使用した場合 

（３） 甲が一般送配電事業者の託送供給約款に定める乙および一般送配電事業者の業務の遂行を

正当な理由なく拒否または妨害した場合 

 

１６． 乙からの申し出による解約 

乙は、以下の各号に定める場合、本契約を解約することができます。 

（１） 甲が一般送配電事業者から電気の供給を停止された場合、またはその恐れがある事実が判明し

た場合 

（２） 甲が本契約の解約希望日を通知せず、需要場所から移転し、本物件において電気を使用してい

ないことが明らかな場合 

（３） 甲が電気料金等を、支払期日を 30 日経過してなお支払わない場合 

（４） その他、甲が供給約款の規定に違反した場合 

 

１７． 現契約の解約に伴う不利益事項 

甲は、現在の小売電気事業者との契約を解約することにより、解約金の発生、発行されたポイントの失

効、継続利用期間のクリアおよび過去の電力使用量の照会不可等の不利益を被る可能性があります。



乙は、現在の小売電気事業者との契約を解約することにより甲に生じた不利益については、一切責任を

負いかねます。 

 

１８． 電気の使用に伴う甲の協力 

甲は、一般送配電事業者が定める託送供給約款に規定された、以下の事項を遵守するものとします。

それに伴い、乙もしくは一般送配電事業者から、甲に以下の各号の事項への協力を要請する場合があ

ることを、甲は予め了承するものとします。 

（１） 乙または一般送配電事業者による電気の供給に必要な設備の工事及び維持に必要な用地の確

保 

（２） 乙または一般送配電事業者による電気の需給上または保安上必要がある場合に、電気の使用

中止または制限 

（３） 乙、甲の電気工作物に異常もしくは故障がある、またはその恐れがある場合、もしくは甲が電気工

作物の変更の工事を行った場合、その旨に係る一般送配電事業者への通知 

 

１９． 本書等の変更 

乙は、本事業の運営上必要と判断した場合、甲の了承を得ることなく、電力供給に関する重要事項説

明書、料金メニューを変更することがあります。この場合、変更された本書等の内容は、乙のホームページ

上でご確認いただけます。 

以上 

 

 

【電気供給サービスを提供する小売電気事業者】  

グリーンピープルズパワー株式会社 

〒160-0022  

東京都新宿区新宿２−４−２ 

カーサ御苑９０３ 

http://www.greenpeople.co.jp 

【お問合せ先】  

https://www.greenpeople.co.jp/contact2/ 

(24 時間受付可能。ただし年末年始は除きます。また、返信が直ちにはできない場合があります。)   

 


